
7つ

第14号様式 (第 8条関係)

(そ の 1)

収 支 報 告 書
(_全■__ュ_年分)

1

(ふ り が な )

政 治 団 体 の 名 称

はらだひろしこうえんかい

原田ひろし後援会 /

2 主 た る事 務 所 の 所 在 地

北九州市小倉北区黒原 3丁 目14番 8号 /

3代 表 者 の 氏 名

原田 博史 /

4 会 計 責 任 者 の 氏 名

松井 美恵 /

連絡先

(担 当者 )
松井 美恵

(電 話 )
093-923-1567

※ 事務担当者の連絡先も収支報告書の閲覧等の対象に含まれます。

※選挙管理委員会使用欄

必須様式(1/4)

の

^ ^一b.0・ 13□

□ 政治資金団

政党

政党の

政治資金規正法第 18条の 2

第 1項の規定による政治団体

その他の政治団体 /

そ の支部の 団

の 区

一 の2 の の /

金 理 の の

有 /

(以下は、指定「有」の場合のみ記入)

現職

福岡県議会  /

原田 博史 /

41E

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

資金管理団体

の届出を した

者 の 氏 名

の

号に係る国会議員関係政治団

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

法第19条 の 7第 1項

公職の候補者

の  氏  名

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

政治

第 1

資金管理団体の指定の期間

日から

日 ま

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間
令 和 年 月 日から

令 和 年 月 日まで団体コー ド (備考 3) 年 分 整理区分 入 力 /(& E
,(l E
IEEq

|0 0 0 0 0 午
′`

X 0 0 Ч

xrn E
rrrE

17② □ 豪紙匡|

内容団解散 [コ

令 和 年 月

令 和 年 月



(その2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

3′ 674′326

ｎ

ｖ

3′ 674′ 326

収 入 総 額

支 出 総 額 3′ 674′326

翌年への繰越額
ｎ

）

+② /

(前年報告書の繰越額)/

(本年の収入)/

③ (その13の合計を記入)

①+②一③

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
ｎ

ｖ

［貝 数   (党費又は会費を納入 した人の数)

ｎ
〉

(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分 金額
′士ヒ」ヒ
υ用′ら

3′ 574′326 内訳を (そ の 7)に記入
(寄附者の区分 :個 人 )

0

0 内訳を (その7)に記入
(寄附者の区分 :法人その他の団体)

100′ 000′
内訳を (その 7)に記入
(寄附者の区分 :政治団体 )

3′ 674′326

0

④

イ 政党匿名寄附
＾
Ｕ ⑤

合 計 (ア +イ ) 3′ 674′326 ④十⑤ /

必須様式(2/4)

(前年からの繰越額)

(本年 の 収 入 額 )2収 入項 目別金額の内訳 の (1)～ (6)の 計

(ア )個人からの寄附

(う ち特定寄附 )

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附

ノJヽ言十 ((ア)+(イ )―
卜(ウ ))

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)



(7)寄附の内訳 壼劃駐菫Ω.区分≦上上」Ш墨櫨担砿コ11 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日
住所 (団体にあっては、主たる事務所の所
在地)

職業(団体にあつて
は、代表者の氏名)

備 考

原 田 博史 550′000 R5.1.1 北九州市小倉北区霧ケ丘3-5-1-1102 県議会議員

原田 博史 550′000 R5.3.1 北九州市小倉北区霧ケ丘3-5-1-1102 県議会議員

原 田 博史 550′000 R5。 5.1 北九州市小倉北区霧ケ丘3-5-1-1102 県議会議員

原 田 博史 580′000 R5.7.1 北九州市小倉北区霧ケ丘3-5-1-1102 県議会議員

原田 博史 600′ 000 R5.9.1 北九州市小倉北区霧ケ丘3-5-1-1102 県議会議員

原 田 博史 744′ 326 R5.11.1 北九州市小倉北区霧ケ丘3-5-1-1102 県議会議員

この 頁 の 小 計 3′ 574′326

そ の 他 の 寄 附
ｎ
〉

Zゝ
ロ

言斗
口 :

3′ 574′ 326

(その7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載 して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を「その他の寄附」欄 (下 から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



(7)寄附の内訳 董1田!壁i艶12区分二劉□弧菫と1畳延」12 寄附者の区分 政治団体

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日
住所(団体にあつては、主たる事務所の所
在地 )

職業(団体にあつて
は、代表者の氏名)

備 考

組織内議員を支援 し政策実現を推進する会 100′ 000 R5.2.28 東京都中央区新川1-23-41.Sリ ハ―゙サイドビル4F 森岡 祥浩

この 頁 の 小 計 100′ 000

そ の 他 の 寄 附
ｎ
〉

△
ロ =1上口 l

100′ 000

(その7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

/

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載 して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



(その13)

3 支出項 目別金額の内訳
1 の

項 目 金額 (円 )

備考 (※ )

1 経常経費

(1)人 件費

(2)光 熱水費

(3)備 品・消耗品費

(4)事 務所費

小    言十

2′ 748′981 ⑥

「資金管理団体」又は「国会議員関係政治団体」
である期間中の支出は、項目(人件費を除く)ご
とに様式 (その14)に内訳を記載すること

63′ 526 ⑦

42′076 ③

819′743 ′

⑨

3′ 674′326 ⑩l(⑥～⑨の計)

2 政治活動費

(1)組 織活動費

(2)選 挙関係費

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査研究費

(5)寄 附・交付金

(6)そ の他の経費

小    計

E E itl: tfi rt (to 1 s) l:fitRtlBfri. 6-t
① l

⑫

⑬ l(ア +イ +ウ +工 )

|
上

|

_ |

⑭l

⑮

⑩ l

Ａ
Ｕ ○|(①

～①の計)

〈
口

ヨ↓
口 :

3′ 674′326 / |(⑩+○ )

※ 立」Lヒi=」主主当 亥1璽]五412杢:圭LZにL』立 1ヨ1ョ立 」h」[辺」ヒ三二≧L玉上 __頭LE王」≧こと 22盤L=備童盤とこ
☆支出がある場合は、本様式は必須となる。

記`型|ム_』:土二二

“

!型:献:上:腱:h壼:⊇上①ユ:二:上投1塾i壁:≦ L

本部又は支部に対 して供与
した交付金に係 る支出

ア 機関紙誌の発行事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

その他の事業費コE

イ 宣伝事業費



(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項目別区分 光熱水費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

/電気使用料 249
`´

´
Ｑ

′ /R5.1.31 /九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料 /5′825 メ5.3.2 /九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料
Ｆ
Ｄ 946 ′R5.3.16 /九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料 /6′489 メ5.4.18 ′九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料 /3′ 191 ィR5.5.31 ィ九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

′電気使用料 ィ2′ 355 /R5.6.28 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82′九州電力株式会社 政務調査費と按分

′電気使用料 ′3′ 080 ″′R5.7.20 ィ九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料 ′́4′096 」R5.8.31 ぐ九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料 /5′021 /R5.9。 29 ノL州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料 ィ3′914 ′R5.11.1 ″L州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

/電気使用料 ノ′651 メ5。 11.30 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82″L州 電力株式会社 政務調査費と按分

/電気使用料 /4′ 345 /R5。 12.29 /九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 政務調査費と按分

こ の 頁 の 小 計 56′ 162

そ の 他 の 支 出 7′ 364

△
ロ =上口 l

63′526

(その14)

１
‥
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７

　

８

　

９

1

2

※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の 目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳

1

1

1

1

1

1



(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳 項目別区分 備品・消耗品費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団 体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

こ の 頁 の 小 計
ｎ
〉

そ の 他 の 支 出 42′076

′ゝ
ロ

曇|↓

口 l

42′ 076

(その14)

１
‥
　

　

り
‘

1

11

12

13

14

15

※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支 出の 目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、

その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。
経常経費の内訳



(その14)

ｌ
ｉ
　

　

ｎ
ι

属
υ

1

1

1

1

1

1

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 事務所費項目別区分

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

ィ事務所家賃 ィ55′ 000 /R5。 1.31 ン中村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

/事務所家賃
ｒ
Ｄ

ｒ
Ｄ

∩

〉 00イ ′ /R5.2.28 /中村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

/事務所家賃 /55′ 000 /R5.3.31
/
中村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

/事務所家賃 /55′ 000 /R5.4.28
/
中村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

/事務所家賃 〆55′ 000 /R5.5.30 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分/中村 千代

/事務所家賃 /55′ 000 /イIR5.6.30 /沖村 千代 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

事務所家賃
ｒ
Ｄ

ｒＤイ
∩

〉 00′ ′/R5.7.31 ィ中村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

/専務所家賃 /55′ 000 ノR5.8.31 /ィ中村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

/事務所家賃 /55′000 メ 5。 9。 29 ィ中村 千代 」ヒ九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

/事務所家賃 ′255′ 000 /R5。 10。 30 /中村 千代 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

ご事務所家賃 ′55′000 R5.11.30 ′中村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

奮務所家賃 ′55′000 ′R5.12.28 イト村 千代一 北九州市小倉北区黒原3-14-9 政務調査費と按分

′駐車場代 /7′ 000 メ5.1.31 /米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

′″駐車場代 /7′000 ′lR5.2.28
/)に

倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

/′7′000/駐車場代 メ5.3.31 /米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

こ の 頁 の 小 計 681′ 000

そ の 他 の 支 出
△
ロ

二■.

員 :

/

※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳

|



(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳 項目別区分 事務所費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体に
あっては、主たる事務所の所在地)

備 考

/駐車場代 ィ/7′000 ィR5.4.28 ″米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

/駐車場代 ′7′ 000 /R5.5.30 /米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

/駐車場代 /7′000 メ5,6.30
′〆米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

/駐車場代 /7′ 000 R5.7.31 /r米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

ロヒ九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分/駐車場代 /7′ 000 」R5.8。 31 //米倉 ヒサ子

ィ駐車場代 /7′000 ′′R5.9.29 ィ米倉 ヒサ子 材ヒ九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

/駐車場代 /7′000 /R5。 10.30 //米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

/駐車場代 /7′ 000 』を5.11.30 /′米倉 ヒサ子 北九州市小倉北区黒原3-15-1 政務調査費と按分

政務調査費と按分
/駐

車場代 ′7′ 000 メ5.12.28 /米倉 ヒサ子 北́九州市小倉北区黒原3-15-1

こ の 頁 の 小 計 63′000

そ の 他 の 支 出 75′743

△
ロ =|エロ l

819′ 743

(その14)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の 目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳

′



(その17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況  /

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 チr(※ )

個
`正

備   考

ア 土  地 日

イ 建  物 □

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □

工 取得の価額が 100万 円を超える動産

オ
｀

預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貝宇金 (普通貯金を除く。) □

力 金銭信託 □

キ 有価証券

ク 出資による権利 日

ケ 貸付先ごとの残高が 100万 円を超える貸付金

コ 支払われた金額が 100万 円を超える敷金

サ 取得の価額が 100万円を超える施設の利用に関する権利

シ 借入先ごとの残高が 100万 円を超える借入金

必須様式(3/4)
※ 有の場合、その内訳を様式 (そ の 18)に 記入すること。

□

□

日

日

日



(その20)

た土′

巳 誓  書

添付書類 (別添のとおり)

ビЪ 領収書等の写し

□ 2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

□ 3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであつて、真実に相違ありません。

宣誓日

令和  6 年  2 月  5 日 /

政塗回生の
_名 埜_星 Ш笙量塑盤全∠

会計責任者の氏名 松井 美恵
パ竃ヽ
′`こシ

′ 【署名又は記名押印】

※ 以下は鰹堕旦塑駆鵬L建里Ω聖邑珪陛劃IL_(鰹‖璽 1二五生t」L【』監
=」

田ヒ豊」D_」型墜記入すること。

代表者の氏名
【署名又は記名押印】

(備考)会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書
の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない

政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提出する場合
にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示
又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

必須様式(4/4)


